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高知県社会貢献活動拠点センター運営費補助金交付要綱新旧対照表

新 旧

（実績報告）

第８条 （略）

２ 補助事業者は、第６条第６号ただし書の規定により交付の申請をし

た場合は、前項の実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消

費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減

額して報告しなければならない。

３ 補助事業者は、第６条第６号ただし書の規定により交付の申請をし

た場合は、第 1 項の実績報告書を提出した後に、消費税の申告により当

該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額を

速やかに別記第５号様式により知事に報告するとともに、当該金額を知

事に返還しなければならない。

附則

１ （略）

２ この要綱は、令和８年５月 31 日限り、その効力を失う。ただし、

この要綱の規定に基づき交付された補助金については、第６条第３号及

び第５号、第８条第３項、第９条並びに第 11 条の規定は、同日以降も

なおその効力を有する。

附則

この要綱は、平成 14 年４月１日から施行する。

（実績報告）

第８条 （略）

２ 補助事業者は、第６条第６号ただし書の規定により交付申請した場合

は、前項の実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入

控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告

しなければならない。

３ 補助事業者は、第６条第６号ただし書の規定により交付申請した場合

は、第 1項の実績報告書を提出した後に、消費税の申告により当該補助

金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額を速やか

に別記第５号様式により知事に報告するとともに、当該金額を知事に返

還しなければならない。

附則

１ （略）

２ この要綱は、令和５年５月 31 日限り、その効力を失う。ただし、こ

の要綱の規定に基づき交付された補助金については、第６条第３号、第５

号、第８条第３項、第９条及び第 11 条の規定については、同日以降もな

おその効力を有する。

附則

１ この要綱は、平成 14年４月１日から施行する。
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附則

この要綱は、平成 17 年４月１日から施行する

附則

この要綱は、平成 20 年４月１日から施行する。

附則

この要綱は、平成 23 年４月１日から施行する。

付則

この要綱は、平成 26 年４月１日から施行する。

付則

この要綱は、平成 29 年４月１日から施行する。

付則

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。

附則

この要綱は、令和３年６月 22 日から施行する。

附則

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。

別表第２（第５条、第６条関係）

（略）

附則

１ この要綱は、平成 17年４月１日から施行する

附則

１ この要綱は、平成 20年４月１日から施行する。

附則

１ この要綱は、平成 23年４月１日から施行する。

付則

１ この要綱は、平成 26年４月１日から施行する。

付則

１ この要綱は、平成 29年４月１日から施行する。

付則

１ この要綱は、令和２年４月１日から施行する。

附則

１ この要綱は、令和３年６月 22日から施行する。

別表第２（第５条、６条関係）

（略）
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別記 別記

第１号様式（第４条関係）

令和 年 月 日

高知県知事 様

社会福祉法人

高知県社会福祉協議会

住所

代表者名

生年月日

補助金交付申請書

令和 年度高知県社会貢献活動拠点センター運営事業について、高知

県補助金等交付規則第３条及び高知県社会貢献活動拠点センター運営費

補助金交付要綱第４条の規定により、下記のとおり補助金の交付を申請し

ます。

記

第１号様式（第４条関係）

令和 年 月 日

高知県知事 様

社会福祉法人

高知県社会福祉協議会

住所

代表者名

生年月日

補助金交付申請書

令和 年度高知県社会貢献活動拠点センター運営事業について、高知

県補助金等交付規則第３条及び高知県社会貢献活動拠点センター運営費

補助金交付要綱第４条の規定により、下記のとおり補助金の交付を申請し

ます。

記
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１ 補助金交付申請額 円

２ 補助事業の目的及び内容

３ 添付書類

（１）事業計画書

（２）収支予算書

（３）県税の滞納がない旨を証する納税証明書

（４）その他知事が必要があると認める書類

第４号様式（第８条関係）

令和 年 月 日

高知県知事 様

社会福祉法人

高知県社会福祉協議会

住所

代表者名

１ 補助金交付申請額 円

２ 補助事業の目的及び内容

３ 添付書類

（１）事業計画書

（２）歳入歳出予算書

（３）県税の滞納がない旨を証する納税証明書

（４）その他知事が必要があると認める書類

第４号様式（第８条関係）

令和 年 月 日

高知県知事 様

社会福祉法人

高知県社会福祉協議会

住所

代表者名
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事 業 実 績 報 告 書

令和 年 月 日付け高知県指令 高知県民第 号で補助金の

交付の決定通知がありました令和 年度高知県社会貢献活動拠点セン

ター運営事業が完了しましたので、高知県社会貢献活動拠点センター運営

費補助金交付要綱第８条第１項の規定により、下記のとおり報告します。

記

１ 高知県社会貢献活動拠点センター運営費補助金

金 円

２ 補助事業の成果

３ 添付書類

（１）事業報告書

（２）収支決算（見込み）書

（３）（１）及び（２）に掲げるもののほか、知事が必要があると認め

る書類

事 業 実 績 報 告 書

令和 年 月 日付け高知県指令 高知県民第 号で補助金の

交付の決定通知がありました令和 年度高知県社会貢献活動拠点セン

ター運営事業が完了しましたので、高知県社会貢献活動拠点センター運営

費補助金交付要綱第８条の規定により、下記のとおり報告します。

記

１ 高知県社会貢献活動拠点センター運営費補助金

金 円

２ 補助事業の成果

３ 添付書類

（１）事業報告書

（２）収支決算（見込み）書

（３）（１）及び（２）に掲げるもののほか、知事が必要があると認め

る書類


